
＜政策目標４＞
消費者教育の推進：消費者教育推進計画の策定（全都道府県・政令市）

：都道府県消費者教育推進計画
未策定の都道府県
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平成28年1月現在 30都道府県
7政令市

札幌市
（策定日：平成27年3月5日）

京都市
（策定日：平成27年3月20日）

神戸市
（策定日：平成25年12月16日）

群馬

宮城

北海道

青森

秋田 岩手

山形

福島

新潟

茨城

栃木

長野 埼玉
東京

千葉神奈川

静岡

山梨

富山

石川

福井
京都

兵庫

大阪

滋賀

和歌山

三重奈良

愛知

岐阜

鹿児島

佐賀

山口

鳥取

島根

徳島

香川

愛媛
福岡

広島

高知長崎

沖縄

大分

宮崎

熊本

福岡市
（策定日：平成27年3月31日）

千葉市
（策定日：平成27年8月26日）

静岡市
（策定日：平成27年3月31日）

岡山
横浜市
（策定日：平成27年10月1日）



＜政策目標４＞
消費者教育の推進：消費者教育推進地域協議会の設置（全都道府県・政令市）

：消費者教育推進地域協議会
未設置の都道府県
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札幌市
（設置日：平成25年12月10日）

京都市
（設置日：平成26年5月30日）

神戸市
（設置日：平成25年8月29日）

（注）設置日は、第１回開催年月日。

静岡市
（設置日：平成25年7月8日）
浜松市
（設置日：平成26年10月29日）

千葉市
（設置日：平成26年7月2日）

横浜市
（設置日：平成26年12月4日）

さいたま市
（設置日：平成27年8月24日）

仙台市
（設置日：平成27年1月9日）

福岡市
（設置日：平成25年7月2日）

堺市
（設置日：平成26年11月10日）

岡山

群馬

宮城

北海道

青森

秋田 岩手

山形

福島

新潟

茨城

栃木

長野 埼玉
東京

千葉神奈川

静岡

山梨

富山

石川

福井
京都

兵庫

大阪

滋賀

和歌山

三重
奈良

愛知

岐阜

鹿児島

佐賀

山口

鳥取

島根

徳島

香川

愛媛
福岡

広島

高知長崎

沖縄

大分

宮崎

熊本

岡山

平成28年1月現在 41都道府県
11政令市



【背景】

・ 認知症の方を含め、高齢者等を中心に消費者トラブルが増加、悪質化・深刻化

・ 相談体制の整備に加え、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する

更なる取組が必要

⇒消費者安全法の改正（平成26年６月成立）により、地域で高齢者等を

見守るための消費者安全確保地域協議会を組織することが可能に

【制度の概要】

・ 協議会の役割：構成員間での必要な情報交換、協議

・ 構成員の役割：消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、

その状況を見守ることその他の必要な取組を実施

・ 構成員： ・地方公共団体の機関（消費生活センター等）

・医療・福祉関係（病院、地域包括支援センター、

介護サービス事業者、保健所、民生委員・児童委員等）

・警察・司法関係（法テラス、弁護士、司法書士等）

・教育関係（教育委員会等）

・事業者関係（商店街、コンビニ、生協、農協、宅配事業者、金融機関等）

・消費者団体、町内会等の地縁団体、ボランティア

・ 他分野のネットワークとの連携（福祉、防災等）

・高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐため、
地方公共団体及び地域の関係者が連携した消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）を構築

【今後の取組】

・ 地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置促進 （人口５万人以上の全市町）（「地方消費者行政強化作戦」（平成27月３月24日））

＜政策目標５＞

地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置促進
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「見守りネットワーク」における地域の連携イメージ

地方公共団体

相談窓口

高齢者等

地域協議会

３つの不安
「お金」「健康」「孤独」

（消費者行政担当課）

庁内連携

消費生活センター

消費生活相談員

構成員間での情報共有
（個人情報保護法の例外）病 院

教 育 機 関

警 察

消費生活
協力団体

消費生活
協力員

保 健 所

※ 秘密保持義務 を課す

情報共有

情報共有情報共有

※ 民生委員等

※ 事業者、
消費者団体等

地 域 包 括 支 援
セ ン タ ー



地方消費者行政推進交付金の制度概要

事業メニュー

１．消費生活相談機能整備・強化事業

３．消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業

７．消費者安全法46条2項に基づく法定受託事務

・消費生活センターの整備（広域連携による整備を含む）
・専門的な消費生活相談への対応力強化（弁護士等専門家の活用）
・商品テスト機能の強化
・裁判外紛争処理機能の強化

・消費生活相談員の計画的・集中的な養成

２．消費生活相談員養成事業

・消費生活相談員等の研修

４．消費生活相談体制整備事業

・消費生活相談員の配置・増員、処遇改善

５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業

・都道府県による市町村支援

６．地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業

・消費者教育の推進 ・地域の見守りネットワーク推進
・地域のリーダー育成 ・消費者団体の支援
・事業者指導や法執行強化 ・先駆的プログラム 等

都道府県推進計画

（中長期の計画）

市町村推進プログラム

（中長期の計画）

推進事業を実施

推進事業を実施

消費者庁

助成

事業の概要

市町村

事業計画（各年度）

地方消費者行政推進交付金

交付交付申請

事業計画（各年度）

都道府県

○地方消費者行政活性化基金

２０年度２次補正 １５０億円 ２１年度補正 ８０億円

２４年度当初 ５億円（一般会計）／ ３．６億円（復興特会※） ２４年度補正 ６０．２億円

２５年度当初 ５億円（一般会計）／ ７．３億円（復興特会※） ２５年度補正 １５億円

２６年度当初 ３０億円（一般会計）／ ７．０億円（復興特会※）

○地方消費者行政推進交付金

２６年度補正 ２０億円

２７年度当初 ３０億円（一般会計）／４．８億円（復興特会※ ） ２７年度補正 20億円

※被災４県（岩手、宮城、福島、茨城）が対象

○消費者行政の充実・強化に取り組む地方自治体を支援
（「消費生活相談体制の整備」と「消費者問題解決力の高い地域社会づくり」）

○地域の事情に応じた取組が可能となるよう、メニュー方式により支援

○国から提案する政策テーマに応じて、地方自治体が企画する先駆的プログラムを実施

○毎年度の交付金の支出限度額は、各都道府県（管内市町村を含む）の消費者行政予算
の総額の２分の１まで（被災４県は３分の２まで）

○交付金の配分に当たりインセンティブを付与（相談体制の質の向上、相談員の処遇改善）

○基金と異なり、単年度ごとに精算（やむを得ない場合は繰り越し）

提出 提出

・事業者への立入調査

約438億円
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地方消費者行政推進交付金

●各地方公共団体における消費者行政の計画的・安定的な取組を促進
●併せて、長期的・自律的な地方消費者行政体制の充実・強化を促進
⇒ 地域の現場における対応力の強化を図り、「消費拡大」に資する「消費者の安全・安心」を幅広く確保

２０年度２次補正 １５０億円
２１年度１次補正 ８０億円
２４年度当初 ５億円

３．６億円（復興）
２４年度補正 ６０．２億円
２５年度当初 ５億円

７．３億円（復興）
２５年度補正 １５億円
２６年度当初 ３０億円

７億円（復興）
２６年度補正 ２０億円
２７年度当初 ３０億円

４．８億円（復興）
２７年度補正 ２０億円
２８年度当初（案） ３０億円

４．８億円（復興）

１．どこに住んでいても安心して相談で
きる社会基盤づくり

○消費者ホットライン3桁化により増加す
る消費生活相談への対応等の消費生活セ
ンターの設立支援

○改正消費者安全法の施行を踏まえた消費
生活相談員の養成、レベルアップ

○都道府県による市町村支援 等

⇒地方消費者行政強化作戦を推進し、
どこに住んでいても質の高い相談・救済
を受けられる地域体制を全国的に整備

２．消費者問題解決力の高い地域社
会づくり

○消費者トラブルに遭うリスクの高い高齢
者や障害者等の被害防止のための「地域
の見守りネットワーク」の推進

○成人年齢引下げを想定した若者向けの消
費者教育・啓発の推進 等

⇒地域社会全体と消費者自身の対応力
を強化

３．情報化の進展やグローバル化等新
たな課題への対応

○インターネット、スマートフォン、ＳＮ
Ｓの利用拡大など情報化の進展に対応し
た相談体制の強化等

○オリンピック・パラリンピック東京大会
に向けて増大が見込まれる在留外国人へ
の情報提供や相談体制の強化等

⇒消費者一人ひとりの安全・安心の確保

○消費者問題の多様化・複雑化、高齢者等の消費者被害の深刻化、改正消費者安全法の施
行、消費者ホットライン３桁化により増加する消費生活相談への対応等
⇒消費者行政の「現場」である地方公共団体が行う消費者の安全・安心確保に向けた取組を強
力かつ安定的に支援するため、都道府県に「地方消費者行政推進交付金」を交付。

趣 旨

趣 旨

※１．～３．のうち一部は、「国と地方とのコラボレ
ーションによる先駆的プログラム」により実施

28年度予算（案） 30億円
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Ⅱ. 消費者教育の推進（地域における多様な担い手の連携・協働、風評被害
の防止等）

○多様な主体間の連携・協働や体系立った消費者教育の展開等を促進し、地方の消
費者教育を推進

・ 消費生活センターの消費者教育の拠点化及びコーディネーターの人材確保・育成等
に関する取組

・ 多様な担い手の参画を促す消費者教育プロジェクトの実施
・ 消費者市民社会概念を普及に関する取組
・ 若年者等に対する消費者教育の推進
・ 地域における子どもの事故防止に向けた分析等の取組
・ 子どもの事故防止策の周知・啓発の取組 等

平成２８年度 先駆的プログラム
（国と地方とのコラボレーションによる先駆的プログラム）

（地方消費者行政推進交付金）

国から提案する政策テーマ

３０億円の内数
（２８年度予算）

（参考）平成２７年度 先駆的プログラム

Ⅰ. 消費者の安全・安心確保のための地域ネットワークの構築

Ⅱ. 消費者教育の推進（地域における多様な担い手の連携・協働

、 風評被害の防止等）

Ⅲ. 消費者被害回復制度の運用に向けた活動の支援

Ⅳ. 土日祝日相談体制の整備

Ⅴ. 地域での事業者等のコンプライアンス強化に向けた取組等の
促進（食の安全・安心の確保、地域における公益通報者制度の
推進）

・国から提案する政策テーマを踏まえ、地方公共団体独自の企画により先駆的事業を実施

・地方の財政負担に関する交付金の通常ルール（２分の１以上）の対象外

・事業終了後、事業の成果・課題等をまとめた報告書を提出、消費者庁が取りまとめ・公表し、全国
的な波及・展開を目指す

先駆的プログラムの運用（基本的考え方）

Ⅴ. 地域での事業者等のコンプライアンス強化に向けた取組等の促進（地域に
おける公益通報者制度の推進、景品表示法等の理解促進）

○公益通報者保護制度の推進、景品表示法等の理解促進
・ 事業者・市町村の公益通報者保護制度の周知・啓発、公益通報窓口の整備
・ 地域の事業者へ表示問題等の重要性を認識してもらうため景品表示法等の研修実施

Ⅰ. 消費者の安全・安心確保を目的とする見守り活動の促進（地域ネットワ
ーク構築等）

○改正消費者安全法の施行を踏まえ、地方公共団体と地域の多様な主体が連携し、
高齢者等の消費者被害の未然防止、早期発見及び拡大防止を図るための事業を実
施

・ 見守り等の活動を行う地域ネットワークを構築するモデル的な事業
・ 高齢者等をはじめとした地域における見守りの担い手を育成する事業
・ 高齢者・障害者の消費者被害防止のための見守り活動（通話録音装置等）

Ⅲ. 消費者被害回復制度の運用に向けた活動の支援
○消費者団体訴訟制度（被害回復）の担い手となる特定適格消費者団体設立に向け、

消費者団体、適格消費者団体に対する支援を実施

・ 制度周知事業として、シンポジウム開催や電話相談
・ 担い手育成として、適格消費者団体・特定適格消費者団体の立ち上げに対する活動
支援

Ⅳ. 消費者問題の多様化や消費生活のグローバル化並びに障害者の消費者
被害防止に対応するための相談体制の整備

○消費者ホットラインの３桁化（188）やマイナンバーの開始等に伴い増加が見込まれる
消費生活相談への対応や、平成32（2020）年のオリンピック・パラリンピック東京大会に
向けて増加が見込まれる訪日・在日外国人への消費者被害防止のための対応、相談
件数が増加している障害者への相談体制の整備を実施

・ 土日祝日における消費生活相談体制の整備を実施
・ 訪日・在日外国人の消費者被害防止のための相談体制の整備を実施
・ 障害者の消費者被害防止のための相談体制の整備

消費者の安全・安心の確保に向け、消費者問題に関する先駆的なテーマを国から提案、問題意識を共有した上で、地方公共団体の自主性・独
自性を確保しつつ、地方の現場での実証実験等を実施、その成果を全国的に波及・展開



➢消費生活相談体制の更なる充実・強化を図るとともに、地域社会において高齢者等の消費者被害に遭いやす
い消費者を消費者被害から守るための見守りネットワークの整備を図ることを内容とする消費者安全法の改
正を含む「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」が成立・公布（平成26年６月）。
改正消費者安全法については、一部規定を除いて平成28年４月１日に施行される。

➢平成27年３月に「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン」等の関係ガイドライン及び
府令を策定するとともに、関係内閣府令等について、都道府県担当課長会議及びブロック会議や各都道府県
の開催する管内市区町村向け説明会、消費者団体等において説明を実施。

➢平成28年1月、各地方公共団体における高齢者等の見守りネットワーク構築に向けた取組の参考となるよう、
「地域における見守りネットワーク構築に向けた取組事例」を公表。

○地方消費者行政の充実・強化に向けた取組

◆消費者安全法の改正（消費生活相談体制の強化、地域の見守りネットワーク構築）
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➢消費生活に関わる問題は、福祉、子育て、教育、環境、金融など様々な分野に関連することから、消費者団
体をはじめ、地域で多様な分野で活動する主体が「消費者」の観点から各分野で課題に取り組むとともに、
行政を含めた多様な主体が連携・協働し、課題に取り組んでいくという視点が不可欠。

➢地域で活躍する消費者団体をはじめとした多様な主体が交流・連携する場として、平成22年度より「地方消
費者行政グループ・フォーラム」を全国８ブロックで開催。

【平成27年度実績】

消費者団体に限らず、地方公共団体、福祉関係者、学生、教育関係者、事業者等、合計1,536名が参加。
「改正消費者安全法」の公布を受け、多くのブロックにおいて、高齢者等の見守り活動や地域連携がテーマ
に取り上げて実施した。また、中部ブロックにおいて、文部科学省主催の「消費者教育フェスタ」と連携し
て開催。

◆地方消費者グループ・フォーラム




